
（様式１－３） 

川俣町定住緊急支援事業計画に基づく事業等個票 

平成２５年９月時点

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ２ 事業名 町内小学校遊具更新事業 事業番号 A-1-1

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 23,190（千円） 全体事業費 23,190（千円） 

事業概要 

○事業の概要 

放射能問題への不安払拭や安全・安心な運動機会の確保を図るため川俣町内小学校 4 校について、以下

のとおり遊具を更新する。 

【福田小学校】 

  ブランコ、ジャングルジム、雲梯、高鉄棒、上り棒・つり輪、鉄棒の更新（撤去・新設） 

【川俣小学校】 

  二連式ブランコ、四連式ブランコ、高鉄棒、シーソーの更新（撤去・新設） 

【川俣南小学校】 

 四連式ブランコ、ジャングルジムの更新（撤去・新設） 

【飯坂小学校】 

  ジャングルジム、登り棒、雲梯の更新（撤去・新設） 

○定住緊急支援事業計画とまちづくり計画等との整合性（制度要綱第 5の 4の一） 

「川俣町教育振興基本計画」（別添のとおり） 

幼児・児童生徒の体位・体力向上のための一貫した教育施策の推進と子どもの安全と安心を確保する

ための教育環境を整備する 

「川俣町次世代育成支援地域行動計画」（別添のとおり） 

子どもの健やかな成長を図る環境の整備を掲げている 

人口の流出及びそれにより生じている地域の復興における支障との関係 

○原子力発電所の事故以前と比較した人口の流出の状況及びそれにより生じている地域の復興における支

障（制度要綱第 5の 1） 

 ・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

       14,860 人（H24 現住人口調査） H24.10.1 

 ・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

              自主避難  63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 



山木屋地区以外の町民数百名が町外（県内・県外）へと自主避難。 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 

・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 

・県外 58世帯 152 名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 

東日本大震災により、山木屋地区から避難している児童生徒は、町内の他校の教室を間借りしての授

業が行われており、これまでとは大きく異なる生活を強いられている。また、町内すべての小・中学校、

幼稚園では行事の見直しが行われた。町内スポーツ施設である農村広場は応急仮設住宅が建設されてお

り利用できない状況にある。 

【子どもの運動機会の確保のための事業】 

○事業実施の必要性（制度要綱第 5の 1） 

  除染作業を実施し線量低減化を図ったが、遊具遊びへの家庭の不安・抵抗が残っている状況にある。

そのため、新たな遊具の設置により直接遊具に手を触れる不安を解消し、外での活動量を多く確保し、

体力の低下・肥満傾向の拡大の改善を図る。 

  また、子どもたちが安全で安心して活動できる環境を整備するため、地域全体で子どもをしっかりと

守り育てる体制を整える。 

○震災前に比較して子どもの運動機会の確保が十分に図られていないこと（制度要綱第 5の 4の二①） 

  平成 24年度全国体力・運動能力調査（小学校 5年男女）における全国と町の平均値を比較すると、町

の平均値が下回っている種目が多いという結果になっている。また、健康診断の結果、全国と町の体重

の平均値を比較すると、すべての年代で全国平均値を上回った。（別添資料のとおり） 

  震災直後に運動時間の制限があり、今現在においては制限はないものの屋外活動に不安を持つ家庭も

ある。遊具の更新によって外遊びへの抵抗を少しでも軽減させ、屋外活動時間の向上につなげる。 

○地方公共団体における既存の運動施設が不足していること（制度要綱第 5の 4の二①） 

  除染作業を実施し線量低減化を図ったが、震災前に設置された遊具で遊ばせることを不安に感じてい

る保護者が多い。そのため、子どもの屋外での運動機会が減少している。 

○既存の施設を更新又は改築することによらなければ運動機会の確保を十分に図ることができないこと

（制度要綱第 5の 4の二①） 

  公共施設である農村広場は、応急仮設住宅が建設されており、運動施設の一つがなくなった。また、

学校施設は先行除染しているため空間線量は一般敷地よりも低い数値となっている。 

  さらなる安全と遊具の更新による外遊びの意識向上のため遊具を更新する。 

○施設等の整備の内容及び方法が事業の目的に照らして適切であり、効率的なものとなっていること（制

度要綱第 5の 4の二①） 

  震災以降、保護者より遊具更新の要望が挙がっており、小学校の生徒（665名）を中心に町内学校施設

の遊具の利用者となるため安全安心な環境を提供する。 



  管理においては、学校で月に一度安全点検を実施し、安全を確保するとともに、危険個所については、

設置者が報告を受けた後適切に対応する。 

  利用想定人数 

  ・福田小学校   61 名 

  ・川俣小学校   244 名 

  ・川俣南小学校  140 名 

  ・飯坂小学校   68 名 

○地方公共団体の広域の住民による活用が図られるよう計画されていること（制度要綱第 5の 4の二②） 

  川俣小と川俣南小は、町の中心部に位置しており、福田小と飯坂小は、地区内の中心施設である。ま

た学校までのアクセス道路が整備されているため、学区内の徒歩や車での移動が容易である。 

 学校開放によるグラウンドの使用等により休日においても一般住民が利用している。移動距離が制約さ

れている子ども、子育て世代など多くの町民の利用効果を上げるため、町全体に点在している学校施設

の遊具を更新させる。 

  学校時間外では、地域住民への自由開放となっているため、多くの利用のため、町広報紙等で周知し

て利用頻度を上げる。 

○整備を予定している施設における運動の効果を一層向上させるためのソフト的な取組（制度要綱第 5の 4

の二③） 

学校生活において、教師から生徒への外遊びの積極的な呼びかけを行うとともに、更新した遊具を活

用した体力づくりの指導を行うなどして、安全・安心な運動機会の確保を図る。また、放課後こども教

室でもボランティアスタッフによる積極的な呼びかけを実施する。 

○その他 

  本事業後の体力測定、健康診断結果により、過年度と比較・検証し、運動機会の確保のため学校との

連携を図る。 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

川俣町定住緊急支援事業計画に基づく事業等個票 

平成２５年９月時点

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ３ 事業名 町内幼稚園遊具更新事業 事業番号 A-1-2

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 8,285（千円） 全体事業費 8,285（千円） 

事業概要 

○事業の概要 

放射能問題への不安払拭や安全・安心な運動機会の確保を図るため川俣町内幼稚園 3 園について、以下

のとおり遊具を更新する。 

【川俣幼稚園】 

  6 連式ブランコ、ジャングルジム、太鼓橋、鉄棒、はん登棒の更新（撤去・新設） 

【富田幼稚園】 

  4 連式ブランコ（2基）、はん登棒、鉄棒の更新（撤去・新設） 

【川俣南幼稚園】 

 4 連式ブランコの更新（撤去・新設） 

○定住緊急支援事業計画とまちづくり計画等との整合性（制度要綱第 5の 4の一） 

「川俣町教育振興基本計画」（別添のとおり） 

幼児・児童生徒の体位・体力向上のための一貫した教育施策の推進と子どもの安全と安心を確保する

ための教育環境を整備する 

「川俣町次世代育成支援地域行動計画」（別添のとおり） 

子どもの健やかな成長を図る環境の整備を掲げている 

人口の流出及びそれにより生じている地域の復興における支障との関係 

○原子力発電所の事故以前と比較した人口の流出の状況及びそれにより生じている地域の復興における支

障（制度要綱第 5の 1） 

 ・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

       14,860 人（H24 現住人口調査） H24.10.1 

 ・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

              自主避難  63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 

山木屋地区以外の町民数百名が町外（県内・県外）へと自主避難。 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 

・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 



・県外 58世帯 152 名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 

東日本大震災により、山木屋地区から避難している児童生徒は、町内の他校の教室を間借りしての授

業が行われており、これまでとは大きく異なる生活を強いられている。また、町内すべての小・中学校、

幼稚園では行事の見直しが行われた。町内スポーツ施設である農村広場は応急仮設住宅が建設されてお

り利用できない状況にある。 

【子どもの運動機会の確保のための事業】 

○事業実施の必要性（制度要綱第 5の 1） 

  除染作業を実施し線量低減化を図ったが、遊具遊びへの家庭の不安・抵抗が残っている状況にある。

そのため、新たな遊具の設置により直接遊具に手を触れる不安を解消し、外での活動量を多く確保し、

体力の低下・肥満傾向の拡大の改善を図る。 

  また、子どもたちが安全で安心して活動できる環境を整備するため、地域全体で子どもをしっかりと

守り育てる体制を整える。 

○震災前に比較して子どもの運動機会の確保が十分に図られていないこと（制度要綱第 5の 4の二①） 

 平成 24年度全国体力・運動能力調査（小学校）における全国と町の平均値を比較すると、町の平均値が

下回っている種目が多いという結果になっている。また、健康診断の結果、全国と町の体重の平均値を比

較すると、すべての年代で全国平均値を上回った。（別添資料のとおり） 

 町全体の運動環境からこのような結果となっており、幼稚園においても健康診断の結果等をみると同様

の傾向がある。 

 体力の向上等のため、積極的な外遊びを進めるために震災前に設置された遊具を更新して、不安のない

環境を整える。 

○地方公共団体における既存の運動施設が不足していること（制度要綱第 5の 4の二①） 

 除染作業を実施し線量低減化を図ったが、震災前に設置された遊具で遊ばせることを不安に感じている

保護者が多い。そのため、子どもの屋外での運動機会が減少している。 

○既存の施設を更新又は改築することによらなければ運動機会の確保を十分に図ることができないこと

（制度要綱第 5の 4の二①） 

公共施設である農村広場は、応急仮設住宅が建設されており、運動施設の一つがなくなった。また、

幼稚園は先行除染しているため空間線量は一般敷地よりも低い数値となっている。 

  これにより、さらなる安全と遊具の更新による外遊びの意識向上のため遊具を更新する。 

○施設等の整備の内容及び方法が事業の目的に照らして適切であり、効率的なものとなっていること（制

度要綱第 5の 4の二①） 

震災以降、保護者より遊具更新の要望が挙がっており、幼稚園児（123 名）を中心に町内幼稚園の遊具

の利用者となるため安全安心な環境を提供する。 

  管理においては、幼稚園で月に一度安全点検を実施し、安全を確保するとともに、危険個所について



は、設置者が報告を受けた後適切に対応する。 

 利用想定人数 

  ・川俣幼稚園     26 名 

  ・富田幼稚園    51 名 

  ・川俣南幼稚園   32 名 

   （上記のほか福田幼稚園 14 名） 

○地方公共団体の広域の住民による活用が図られるよう計画されていること（制度要綱第 5の 4の二②） 

  川俣幼稚園と富田幼稚園は、町の中心部に位置しており、川俣南幼稚園は、地区内の近隣住民の中心

施設である。また幼稚園までのアクセス道路が整備されているため、学区内の徒歩での移動が容易であ

る。 

  園庭開放によるグラウンドの使用等により休日においても一般住民が利用している。移動距離が制約

されている子ども、子育て世代など多くの町民の利用効果を上げるため、町全体に点在している幼稚園

施設の遊具を更新させる。 

  多くの利用のため、町広報紙等で周知して利用頻度を上げる。 

○整備を予定している施設における運動の効果を一層向上させるためのソフト的な取組（制度要綱第 5の 4

の二③） 

  幼稚園生活において、外遊びの時間を作るなど、園児への積極的な呼びかけを行い、遊具の活用を図

る。 

  また、職員への研修を通して外遊びの意識を向上させる。 

○その他 

本事業後の健康診断結果により、過年度と比較・検証し、運動機会の確保のため幼稚園との連携を図

る。 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

川俣町定住緊急支援事業計画に基づく事業等個票 

平成２５年９月時点

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ４ 事業名 町内保育園遊具更新事業 事業番号 A-1-3

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 4,669（千円） 全体事業費 4,669（千円） 

事業概要 

○事業の概要 

放射能問題への不安払拭や安全・安心な運動機会の確保を図るため川俣町内保育園について、以下のと

おり遊具を更新する。 

【すみよし保育園】 

  ジャングルジム、親子滑り台、六角形ジム 

○定住緊急支援事業計画とまちづくり計画等との整合性（制度要綱第 5の 4の一） 

「川俣町教育振興基本計画」（別添のとおり） 

幼児・児童生徒の体位・体力向上のための一貫した教育施策の推進と子どもの安全と安心を確保する

ための教育環境を整備する 

「川俣町次世代育成支援地域行動計画」（別添のとおり） 

子どもの健やかな成長を図る環境の整備を掲げている 

人口の流出及びそれにより生じている地域の復興における支障との関係 

○原子力発電所の事故以前と比較した人口の流出の状況及びそれにより生じている地域の復興における支

障（制度要綱第 5の 1） 

 ・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

       14,860 人（H24 現住人口調査） H24.10.1 

 ・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

              自主避難  63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 

山木屋地区以外の町民数百名が町外（県内・県外）へと自主避難。 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 

・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 

・県外 58世帯 152 名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 

東日本大震災により、山木屋地区から避難している児童生徒は、町内の他校の教室を間借りしての授

業が行われており、これまでとは大きく異なる生活を強いられている。また、町内すべての小・中学校、

幼稚園では行事の見直しが行われた。町内スポーツ施設である農村広場は応急仮設住宅が建設されてお

り利用できない状況にある。 



【子どもの運動機会の確保のための事業】 

○事業実施の必要性（制度要綱第 5の 1） 

  除染作業を実施し線量低減化を図ったが、遊具遊びへの家庭の不安・抵抗が残っている状況にある。

そのため、新たな遊具の設置により直接遊具に手を触れる不安を解消し、外での活動量を多く確保し、

体力の低下・肥満傾向の拡大の改善を図る。 

  また、子どもたちが安全で安心して活動できる環境を整備するため、地域全体で子どもをしっかりと

守り育てる体制を整える。 

○震災前に比較して子どもの運動機会の確保が十分に図られていないこと（制度要綱第 5の 4の二①） 

  平成 24年度全国体力・運動能力調査（小学校）における全国と町の平均値を比較すると、町の平均値

が下回っている種目が多いという結果になっている。また、健康診断の結果、全国と町の体重の平均値

を比較すると、すべての年代で全国平均値を上回った。（別添資料のとおり） 

  町全体の運動環境からこのような結果となっており、保育園においても健康診断の結果等をみると同

様の傾向がある。 

  体力の向上等のため、積極的な外遊びを進めるために震災前に設置された遊具を更新して、不安のな

い環境を整える。 

○地方公共団体における既存の運動施設が不足していること（制度要綱第 5の 4の二①） 

  除染作業を実施し線量低減化を図ったが、震災前に設置された遊具で遊ばせることを不安に感じてい

る保護者が多い。そのため、子どもの屋外での運動機会が減少している。 

○既存の施設を更新又は改築することによらなければ運動機会の確保を十分に図ることができないこと

（制度要綱第 5の 4の二①） 

公共施設である農村広場は、応急仮設住宅が建設されており、運動施設の一つがなくなった。また、

保育園は先行除染しているため空間線量は一般敷地よりも低い数値となっている。 

  これにより、さらなる安全と遊具の更新による外遊びの意識向上のため遊具を更新する。 

○施設等の整備の内容及び方法が事業の目的に照らして適切であり、効率的なものとなっていること（制

度要綱第 5の 4の二①） 

震災以降、保護者より遊具更新の要望が挙がっており、保育園児（130 名）を中心に町内幼稚園の遊具

の利用者となるため安全安心な環境を提供する。 

  管理においては、保育園で定期的に安全点検を実施し、安全を確保など適切に対応する。 

  利用想定人数 

  ・すみよし保育園 130 名 

○地方公共団体の広域の住民による活用が図られるよう計画されていること（制度要綱第 5の 4の二②） 



  すみよし保育園は、町の中心部に位置しており、アクセス道路、駐車場が整備されているため、徒歩、

車での移動が容易である。 

  住宅が多い地域であるため子育て世代などの利用が期待される。 

  多くの利用のため、町広報紙等で周知して利用頻度を上げる。 

○整備を予定している施設における運動の効果を一層向上させるためのソフト的な取組（制度要綱第 5の 4

の二③） 

  保育園生活において、外遊びの時間を作るなど、園児への積極的な呼びかけを行い、遊具の活用を図

る。 

  また、職員への研修を通して外遊びの意識を向上させる。 

○その他 

  本事業後の健康診断結果により、過年度と比較・検証し、運動機会の確保のため幼稚園との連携を図

る。 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

川俣町 定住緊急支援事業計画に基づく事業等個票 

平成２５年９月

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ５ 事業名 川俣中央公園遊具更新事業 事業番号 Ａ－１－４ 

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 8,101（千円） 全体事業費 8,101（千円） 

事業概要 

○事業の概要 

原子力災害の影響による不安からくる子どもの運動機会減による体力の減少、肥満傾向の拡大の状況を受

け、広い場所での外遊びや活動を促すため、以下のとおり中央公園（都市公園）の遊具を更新する。 

【川俣町中央公園】 

ジャングルジム 1基、滑り台 1基、ドーム型遊具 1基、二連ブランコ 1基、ブランコ安全柵 1基、

スプリング遊具 2基 

○定住緊急支援事業計画とまちづくり計画等との整合性（制度要綱第 5の 4の一） 

「第 5次川俣町振興計画」（別添資料のとおり） 

・第１章川俣町の将来像－第３節まちづくりの基本目標－４いきいきと学び楽しむまち（P26） 

未来を担う子どもたちが、「豊かな心と創造性」、「正しい判断力」、「健全な心と体」をもってたくましく

社会に羽ばたいていけるように、保育園、幼稚園、小・中学校が連携した教育の充実に努めることとして

いる。 

・第４章施策の大綱－第４節いきいきと学び楽しむまち－１学校教育の充実（P38） 

学校教育は、子どもたちが将来の社会の担い手として、豊かな人間性や社会性を持ち国際社会で活躍で

きる人となれるように、健全でたくましい子どもたちを育てていくことが極めて重要としている。 

人口の流出及びそれにより生じている地域の復興における支障との関係 

○原子力発電所の事故以前と比較した人口の流出の状況及びそれにより生じている地域の復興における支

障（制度要綱 5の 1） 

 ・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

       14,860 人（H24 現住人口調査） H24.10.1 

 ・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

              自主避難  63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 

山木屋地区以外の町民数百名が町外（県内・県外）へと自主避難。 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 

・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 

・県外 58世帯 152 名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 



東日本大震災により、山木屋地区から避難している児童生徒は、町内の他校の教室を間借りしての授

業が行われており、これまでとは大きく異なる生活を強いられている。また、町内すべての小・中学校、

幼稚園では行事の見直しが行われた。町内スポーツ施設である農村広場は応急仮設住宅が建設されてお

り利用できない状況にある。 

【子どもの運動機会の確保のための事業】 

○事業実施の必要性（制度要綱第 5の 1） 

  除染作業を実施し線量低減化を図ったが、遊具遊びへの家庭の不安・抵抗が残っている状況にある。

そのため、新たな遊具の設置により直接遊具に手を触れる不安を解消し、外での活動量を多く確保し、

体力の低下・肥満傾向の拡大の改善を図る。 

  また、子どもたちが安全で安心して活動できる環境を整備するため、地域全体で子どもをしっかりと

守り育てる体制を整える。 

○震災前に比較して子どもの運動機会の確保が十分に図られていないこと（制度要綱 5の 4の二①） 

  平成 24年度全国体力・運動能力調査（小学校）における全国と町の平均値を比較すると、町の平均値

が下回っている種目が多いという結果になっている。また、健康診断の結果、全国と町の体重の平均値

を比較すると、すべての年代で全国平均値を上回った。（別添資料のとおり） 

○地方公共団体における既存の運動施設が不足していること（制度要綱第 5の 4の二①） 

  除染作業を実施し線量低減化を図ったが、震災前に設置された遊具で遊ばせることを不安に感じてい

る保護者が多い。そのため、子どもの屋外での運動機会が減少している。 

○既存の施設を更新又は改築することによらなければ運動機会の確保を十分に図ることができないこと

（制度要綱第 5の 4の二①） 

公共施設である農村広場は、応急仮設住宅が建設されており、運動施設の一つがなくなった。また、

川俣町内では、当公園より明らかに線量が低いところは見られず、代替地として手当が難しい。そのた

め、当公園の遊具を更新しなければ運動機会の確保を図ることができない。 

○施設等の整備内容及び方法が事業の目的に照らして適切であり、効率的なものとなっていること（制度

要綱第 5の 4の二①） 

  市街地の中心にある当公園については、安心して遊べる公園整備の要望もあり、小学校の生徒（665名）

を中心として未就学児童（596名）も遊具の利用者となる。学校施設以外での遊び場の提供を行い、幅広

い年代（未就学児から小学生まで）が気軽に利用できる施設となっている。また、維持管理や運営に必

要な予算、人員の確保については、既存の公園管理の予算や人員を利用する。 

○地方公共団体の広域の住民による活用が図られるよう計画されていること（制度要綱第 5の 4の二②） 

  川俣町の中央に設置され、町内からのアクセスも良く常に解放されているため、遊具の更新による環



境整備をすることで、子どもや一般住民の利用が期待できる。 

○整備を予定している施設における施設における運動の効果を一層向上させるためのソフト的な取組（制

度要綱第 5の 4の二③） 

保護者向けに遊具や公園利用の講習会を開催し、継続的に運動機会の確保が図られるようにする。 

○その他 

  小学生については、学校で行われる体力測定、健康診断結果を基に、未就学児については、保健セン

ターで行われる健康診断結果を基に検証する。 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 


